
１．調査概要
　本調査は、東日本大震災による岩手県内の公共

交通の被災状況及び震災後の復旧に向けた取り組

み、今後の計画等を把握することを目的とし、

2012年７月に国土交通省東北運輸局（鉄道部、企

画観光部、交通環境部）、岩手県（政策地域部地

域振興室）、岩手県北バスに対してヒアリング調

査を実施するとともに、岩手県久慈市から宮古市

にかけての三陸沿岸部の現地視察、関係機関の調

査結果をもとに、岩手県の三陸沿岸部を中心とし

た震災後の交通状況の変化、および今後の計画等

の整理を行った。

２．岩手県内の鉄道路線に関する被災・復旧
状況

（１）県内鉄道路線の被災状況

　東日本大震災によって東北地方全体の鉄道路線

約4,000kmのうち約304km（旅客7路線、貨物２路

線）が運休となった。

　岩手県内の鉄道事業においては、三陸沿岸部の

路線を中心に大きな被害を受け、宮城県と岩手県

に跨るJR大船渡線（気仙沼～盛間：約43.7km）、

三陸鉄道南リアス線（盛～釜石間：約36.6km）、

JR山田線（釜石～宮古間：55.4km）、三陸鉄道北

リアス線（小本～田野畑間：10.5km）の4路線が

現在も運休となっている。

（２）鉄道路線の復旧の推移

　沿岸部の路線の中で、駅舎や鉄軌道、河川橋梁

の被災が比較的少なかった、JR八戸線、三陸鉄

道北リアス線については、JR八戸線（八戸～階

上間）、三陸鉄道北リアス線（久慈～野田間、宮

古～小本間）において2011年３月中の運行再開と

なっている。

　また、JR八戸線（階上～久慈間）、三陸鉄道北

リアス線（野田～田野畑間）については、2012年

３月（震災から１年後）に復旧となっている。

　上記以外の路線で、三陸鉄道については平成26

年４月までに全線運行再開を予定しているが、

JR山田線、JR大船渡線については、駅舎や鉄軌道、

河川橋梁の流出状況が甚大であり、現在のところ

鉄道路線による運行再開の目途は立っていない。
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 図１　岩手県における鉄道路線の被災・復旧状況
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図２　各地区の被災状況
【2012年7月22日、撮影者：森】

（３）鉄道路線の復旧に向けた取り組み

　沿岸部の鉄道復旧に向けた取り組みとして、被

災局、東北地方整備局、東北運輸局などで構成さ

れる「復興調整会議」を立ち上げ、地域の状況や

地元住民の意向を踏まえながら、復旧の方向性に

ついて継続的に協議が実施されている。

　JR大船渡線については「JR大船渡線復興調整

会議（H23.7～H24.11月の間に計４回開催）」にお

いて復旧方針を検討するとともに、BRTによる

仮復旧について関係者で合意（平成25年春頃の運

行開始を目指す）している*1。

　JR山田線については、「JR山田線復興調整会議

（H23.6～H24.11月の間に計４回開催）」において

復旧方針を検討中、となっている*1。JR東日本と

しては、現状復旧に関する費用は負担するとして

いるが、線路の嵩上げ、踏切の新設、駅移設など

に関する費用は自治体が負担する、としており、

被災自治体での負担は困難であるため、協議を継

続していくこととしている。

３．岩手県内のバス路線に関する被災・復旧
状況

（１）岩手県内バス事業者の被災状況

　岩手県三陸沿岸部の地域公共交通を担っていた

バス事業者の１つである岩手県北バスは、津波の

影響で、人命１名、車両２台、事務所流出１箇所

（小本）となっている。営業中のバスは運転手の

判断で速やかに高台に避難したこと（乗客含め）、

営業所従業員が待機中のバス車両を高台まで運転

したことで、人命、車両の被害を最小限にとどめ

ることが可能であった。

　これは、従業員各々が高い防災意識を持ってい

たことが理由となっているが、行動マニュアルの

不足、内陸と沿岸部の連絡手段がバス車両の無線

機のみとなった事態など、課題が残されている。

（岩手県北バスへのヒアリング結果より）

（２）バス路線の復旧に向けた取り組み

　震災発生時から３月末までの、岩手県北バス営

業路線の主な復旧状況を表１に示す。

　震災発生当日から14日までは、盛岡地区の一部

を除き、被災地区では運休が続いた。また停電が

続く中で従業員や車両、営業所の被災状況の確認

が急務となっており、燃料不足も深刻となってい

た。内陸部と被災地を結ぶバス路線については、

盛岡と宮古を結ぶ106急行バスの運行再開の要望

を行っている（緊急車両として認定するよう災害

対策本部に要請）。

　３月16日以降は、盛岡～宮古を結ぶ106急行の

運行を再開（１日３往復）、宮古地区、久慈地区

において一部バス路線の再開を行っている。

　３月17日以降は、盛岡～宮古間（106急行）の

運行本数を増加するとともに、仙台、大舘、青森、

東京夜行便など、県外への高速線の再開を順次開

始している。また、東北新幹線の全線運行再開が

2011年４月以降となったため、それまでの都市間

輸送として盛岡から県外各都市への高速線が運行

された。

　東北新幹線の運行再開までは、高速バス及び上

越新幹線～羽越本線の日本海側鉄道路線、空路が

首都圏と被災地を結ぶ公共交通網として機能した

ため、「みちのりホールディングス」のグループ

会社である福島交通グループと連携し、盛岡～郡

山間（当初は盛岡～那須塩原間）路線など運行を

再開している。

野田～田野畑間の復旧状況

小本駅での代行バスとの接続

橋梁の流出（鳥越駅付近）橋梁の流出（鳥越駅付近）

駅舎の流出（鳥越駅）駅舎の流出（鳥越駅）
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表１　バス路線の復旧状況【岩手県北バス資料を参考】
復旧状況 備考

3/11 全線運休
3/12 全線運休 ・社員、車両、家族の安否確認

・沿岸部の津波被害を確認
3/13 盛岡地区で２

系統のみ運行
・燃料の在庫を確認し、災害対
策本部へ緊急要望

3/14 盛岡地区で２
系統のみ運行
一戸地区で一
部運行再開

・106急行を緊急車両として認
定するよう災害対策本部へ要望
・東北自動車道での高速バスの
通行許可に関する要望

3/15 盛岡市、岩手町、八幡平市方面通常運行
一戸町、九戸村方面通常運行

3/16 宮古地区、久慈地区一部再開
　⇒106急行の再開（３往復）、地区内運行便の
再開
盛岡地区、北部地区通常運行

3/17 106急行（５往復）、仙台線（４往復）、久慈線（１
往復）、大舘線（２往復）、青森線（１往復）の
運行再開
一般路線バスは3/16と同じ

3/18 ビーム１（宮古・東京夜行便）の運行再開
106急行（６往復）、仙台線（４往復）、久慈線（１
往復）、大舘線（２往復）、青森線（１往復）の
運行
宮古地区：崎山・休暇村方面一部再開、宮古～
船越間５往復運航再開

3/19 久慈線（２往復）で運行、盛岡～八戸線（２往
復）で運行再開、他は3/18と同じ

3/20-22 各高速線の運行本数を増加
3/23 宮古地区：小本線４往復運行再開
3/24 緊急支援：盛岡～東京高速バス昼行便　運行開

始
3/25 仙台～盛岡線の増便
3/26 106急行　９往復で運行

緊急支援：盛岡～郡山駅昼行便　2往復運行開
始

    図３　バスの状況【2012年7月22日、撮影者：森】

（３）鉄道不通区間でのバス路線による対応

　岩手県内でのJR山田線及び三陸鉄道北リアス線

の不通に伴い、宮古駅～山田～船越駅前（4/20～

継続中、１日12往復での運行）路線、野田駅～小

本駅（4/11～継続中、１日４往復での運行、現在

は田野畑～小本間での運行）を実施している。ど

ちらの路線についても、主に通学輸送を目的とし

ている。（岩手県北バスへのヒアリング結果より）

（４）仮設住宅における生活交通の確保

　震災後の仮設住宅建設に合わせて、既存バス路

線について一部経路の変更バス停の新設などを行

うことで、仮設住宅からの交通手段の確保を行っ

てきている（図５を参考）。岩手県の応急仮設住

宅から最寄りバス停までの距離については、300m

未満の割合が60％弱となっており、東北３県のう

ちもっとも低くなっている（図４）。

 図４　仮設住宅から最寄りバス停までの距離

　また、応急仮設住宅から最寄りバス停までの歩

行空間において、歩道の有無を整理した結果を図

６に示す。岩手県では歩道の整備状況が特に低く

なっており、自家用車を保有していない、高齢者

や障害者にとって不便な現状となっている。

　また、仮設住宅からバスを用いて移動可能な施

設について整理したものを図７に示す。岩手県で

は、他の県と比較し病院（二次・三次）や仮設商

店街への移動可能な割合が低くなっており、仮設

住宅からの通院や買い物などの移動について課題

を持っていることがわかる。

 

小本駅でのスクールバスの運行

岩手県北観光の車両（田野畑駅）

田野畑村営バスの車両（田野畑駅）

宮古駅でのバス車両（宮古駅）
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（５）バス路線の早期復旧が可能となった背景

　被災地での仮設住宅からの交通手段の確保な

ど、公共交通について課題は残るものの、岩手県

内のバス路線が震災後１ヶ月程度で震災前のダイ

ヤで運行開始に至った経緯として、以下の２点が

考えられる。

①許認可上の特別措置（国による制度緩和）

　路線バスの運行を申請する際には、バス路線の

運賃や停留所、ルートなどに関して許認可制度が

規定されており、通常これらの手続きには１ヶ月

～３ヶ月の期間を要する。しかし、震災時には国

が許認可上の特別措置による制度緩和の判断を下

したことで、バス車両を緊急車両として登録する

ことで、災害対応路線として事業者の準備が整い

次第運行再開可能となる状況が整備されたことか

ら、バス路線の早期運行再開が可能となった。

②バス事業者、自治体、被災住民の連携

　仮設住宅からのバス路線について、仮設住宅の

居住者が自治体にバス路線運行の要望を提出する

ことで、バス事業者と自治体が協議を行い、運行

可能な路線については順次仮設住宅に対応した路

線の設置することで、仮設住宅からの交通手段の

早期確保が可能となった。

４．公共交通における今後の課題
（１）復興計画との整合

　沿岸部の被災自治体では、それぞれ復興計画の

策定が進められており、今後は復興計画との整合

を図りながら、交通計画を策定していく必要があ

る。しかしながら、陸前高田市や大船渡市、大槌

町など中心部で壊滅的な被害を受けた地域につい

ては、まちの将来がみえないなどの点が懸念され

る（岩手県庁へのヒアリングより）など、将来の

人口減少の考慮、区画整理と福祉と交通を合わせ

たまちづくりが必要などの課題がある。

図５　山田町における仮設住宅に対応したバス路線整備の例（岩手県北バス提供資料より）

図６　仮設住宅・最寄りバス停間歩道設置状況

図７　仮設住宅からバスで移動可能な施設の割合
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（２）地域公共交通に関する財源の確保

　現在、被災自治体については「特定被災地地域

公共交通調査事業」の補助金として、自治体ごと

に年間3,500万円の範囲内で地域内バスの無償運

行や実証調査を含め、最大３年間保証している。

　地域内路線バス等はこの制度を用いて運行を

行っているが、補助制度の期限が平成23～25年度

となっており、平成26年度以降の財源確保および

補助金の廃止を見据え、地域公共交通の維持・継

続に向けた計画策定とその取組みが必要となる。

（３）地域での交通手段の棲み分け

　現在は、既存バス路線の活用などにより仮設住

宅からの交通手段を確保しているが、バスが進入

できない地域、サービスが低い地域の運行、スクー

ルバスの今後のあり方などの課題がある。

　バスが進入できない地域ではタクシー車両によ

る運行、バスのサービスが低く成立しづらい地域

ではNPO等による乗合タクシー（福祉有償運送・

過疎地有償運送等）、スクールバスについては復

興計画に対応し、５～10年後の施設配置や都市像

を見据える必要がある。

　また、これらを踏まえ、地域住民のモビリティ

確保のための地域公共交通計画として、地域交通

の役割分担の整理が必要となる。参考として、地

域交通での役割分担の整理の例を図８に示す。 

図８　地域交通での役割分担の整理の一例
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